
茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業に係る業務方法書 

 

令和４年９月 22 日制定 

令和８年５月 14 日改正 

鹿児島県燃油価格高騰緊急対策協議会 

 

（目的） 

第１条 この業務方法書は，鹿児島県燃油価格高騰緊急対策協議会（以下「協議

会」という。）が行う茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業実施要領（令和４

年７月 26 日付鹿児島県農産園芸課長通知。以下「実施要領」という。）及び茶・

施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱（令和４年８月 31 日付鹿児島

県農産園芸課長通知。以下「交付要綱」という。）に関する業務の方法について

基本的事項を定め，もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。 

 

（業務運営に関する基本方針） 

第２条 協議会は，その業務の公共的重要性に鑑み，行政庁その他関係機関との緊密

な連絡の下に，その業務を能率的に運営するものとする。 

 

 

（補助金の管理方法及び使途） 

第３条 協議会は，交付要綱第３条に基づき，業務の原資となる県からの補助金（以

下「県補助金」という。）について，鹿児島県知事に対して交付申請を行い，当該

交付申請に係る補助金の交付を受けるものとする。 

２ 協議会は，県からの補助金については，他の業務に係る経理と区分して整理する

ものとする。 

３ 協議会は，県補助金を実施要領第３に掲げる事業以外の使途に使用してはならな

い。 

４ 協議会は，県補助金を鹿児島銀行普通預金により管理する。 

 

（業務の内容） 

第４条 協議会は，施設園芸農家が負担する国の燃料高騰対策の積立に要する経費の

うち，農家が積み立てる積立金に対し，実施要領の運用に掲げる助成単価に基づき

助成するものとする。 

 

（事業参加の申請） 

第５条 国の施設園芸セーフティネット構築事業参加者が当該事業への参加及び実

施方法に同意する場合は，別紙様式第１号を支援対象者（協議会施設園芸等燃料価格

高騰対策業務方法書（以下「協議会業務方法書」という。）第５条に定めるもの）を

通じて協議会に提出するものとする。（燃油補填積立金の納入） 

 



第６条 協議会は，前条により支援対象者から提出された申込書の内容を確認し，実

施要領第５条に基づき県補助金額を算出し，事業参加者の燃料補填積立金の一部と

して積み立てる。 

２ 協議会は，協議会業務方法書第 14 条第１項に定める算式に当てはめて算出した

額から，県補助金分を差し引いた額を燃料補填積立金とし，別紙様式第２号により

積立契約（協議会業務方法書第 11 条に定めるもの）を締結した支援対象者に通知

し，積立金の納入を依頼するものとする。 

 

（補助金の交付通知） 

第７条 協議会は，燃料補填積立金を納入した支援対象者に対して，別紙様式第３号

により，県補助金を交付し，事業参加者の燃料補填積立金として積み立てたことを

通知するものとする。 

 

（助成の中止） 

第８条 協議会は，積立契約を締結した支援対象者の積立金の納付が確認できない場

合は，助成を中止するものとする。 

 

（証拠書類の保管） 

第９条 協議会は，当該事業の助成金の交付の基礎となった証拠書類を，当該事業に

係る助成金の交付が完了した年度の翌年度から起算して５年間保管しなければな

らない。 

 

（関係機関との情報共有） 

第 10 条  協議会長は，本事業の円滑な実施に資するため，必要に応じ，関係する市

町村等との間で管内の情報を共有するものとする。 

 

（その他） 

第 11 条 協議会は，この業務方法書に定めるもののほか，その業務の運営に関し必

要な事項については，協議会業務方法書及び同業務方法書施設園芸セーフティネッ

ト構築事業細則に準ずる。 

 

      附 則 

  この業務方法書は，令和４年９月 22 日から施行する。 

 この業務方法書の変更は，令和４年 12 月 16 日から施行する。 

 この業務方法書の変更は，令和５年６月 16 日から施行する。 

 この業務方法書の変更は，令和６年４月 19 日から施行する。 

 この業務方法書の変更は，令和７年２月 28 日から施行する。 

 この業務方法書の変更は，令和８年５月 14 日から施行する 

  

変更前の業務方法書に基づく事業については，従前の例による。 

 



別紙様式第１号 

年 月 日  

 

鹿児島県燃油価格高騰緊急対策協議会会長 殿 

 

 

支援対象者名   

参 加 者 名 
 

 

令和 年度 茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業申込書 

 

茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業実施要領（令和４年７月 26 日付鹿児島県農産園

芸課長通知）第４条及び茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業に係る業務方法書（令和４

年９月 22 日制定）第５条に基づき、下記に同意の上，提出します。 

 

記 

 

１，２に同意する場合は，  にチェックを入れてください。 

 

１ 当該事業に参加します。              

 

２ 当該事業の実施にあたり、次のことに同意します。 

 

(1)   鹿児島県が事業参加者へ助成する当該事業補助金については、事業参加者が負担 

する燃料補填積立金の一部として、鹿児島県燃油価格高騰緊急対策協議会（以下， 

「協議会」という。）が管理する。 

 

(2)   事業参加者は，燃料補填積立金として、鹿児島県燃油価格高騰緊急対策協議会施

設園芸等燃料価格高騰対策業務方法書第 14 条第１項に定める算式に当てはめて算

出した額から、県補助金分を差し引いた額を、協議会が通知する納入期限までに、

協議会に納入するものとする。 

  

(3)   協議会は，支援対象者と締結した積立契約の期間満了時において、事業参加者の

燃料補填積立金に残額がある場合には、県補助金分（※１）を差し引いた当該残額

を支援対象者を通じて返還するものとする。 

 

 

（※１）県補助金分の考え方 

県補助金分    ＝ 県補助金額 × 積立金残額 

   （１円未満切り捨て）   積立金額 

 

 

 

※ 施設園芸セーフティネット構築事業積立方式に係る県の助成単価については， 

裏面を参照 

 

 

 

 

 



 

 

＜参考＞施設園芸セーフティネット構築事業積立方式に係る県の助成単価 

 

（Ａ重油及び灯油） 

選択肢（積立方式） 油種等 助成単価 

燃料価格の115％相当までの 

高騰に備え積み立てる場合 

Ａ重油 1.0円/Ｌ 

灯 油 

燃料価格の130％相当までの 

高騰に備え積み立てる場合 

Ａ重油 2.0円/Ｌ 

灯 油 

燃料価格の150％相当までの 

高騰に備え積み立てる場合 

Ａ重油 3.0円/Ｌ 

灯 油 

燃料価格の170％相当までの 

高騰に備え積み立てる場合 

Ａ重油 3.0円/Ｌ 

灯 油 

 

（ＬＰガス（プロパンガス），ＬＮＧ（都市ガス）） 

選択肢（積立方式） 油種等 助成単価 

燃料価格の115％相当までの 

高騰に備え積み立てる場合 

ＬＰガス 1.0円/kg 

ＬＮＧ 1.0円/㎥ 

燃料価格の130％相当までの 

高騰に備え積み立てる場合 

ＬＰガス 2.0円/kg 

ＬＮＧ 2.0円/㎥ 

燃料価格の150％相当までの 

高騰に備え積み立てる場合 

ＬＰガス 3.0円/kg 

ＬＮＧ 3.0円/㎥ 

燃料価格の170％相当までの 

高騰に備え積み立てる場合 

ＬＰガス 3.0円/kg 

ＬＮＧ 3.0円/㎥ 

 



別紙様式第２号 

 

茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業に係る積立金納入依頼通知書 

 

令和 年 月 日 

  

（加入者組織代表者）殿 

 

 

（鹿児島県燃油価格高騰緊急対策協議会） 
住            所         
名称及び代表者の氏名  
 
      

 

茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業に係る業務方法書（令和４年９月 22 日制定）第

６条第２項に基づき，県補助金分を差し引いた燃料補填積立金について，別紙のとおり通知

します。 

ついては，燃料補填積立金のうち第〇回納付額を令和○年○月○日までに当協議会の口

座へ納付してください。（協議会の口座については，施設園芸用燃料価格差補填金積立契約

締結完了通知でお知らせしたとおりです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第２号 別紙 

燃料油補填積立金の内訳（令和〇事業年度） 

 
１ 組織名 ○○○○， 契約管理番号          
２ 参加構成員数   名 
３ 参加構成員ごとの内訳 

番

号 
氏 名 

選択肢 

･115％ 

･130％ 

･150％ 

･170％ 

油種等 

･Ａ重油 

･灯油 

･ＬＰガス 

･ＬＮＧ 

 積立金額(円) 
 

①  ＋ ② 
 
Ａ 

                                          

備

考 
県補助金額(円) 

①  

参加構成員 
積立額(円) 
 
②＝③＋④ 

            

第１回 
納付額 

  ③ 

第２回 
納付額 

  ④ 

 ① /Ａ  ②/Ａ 

            

            

            

            

            

            

合  計 

115％ 

Ａ重油       

灯油       

ＬＰガス       

ＬＮＧ       

130％ 

Ａ重油       

灯油       

ＬＰガス       

ＬＮＧ       



150％ 

Ａ重油       

灯油       

ＬＰガス       

ＬＮＧ       

170％ 

Ａ重油       

灯油       

ＬＰガス       

ＬＮＧ       

注）番号は、参加構成員ごとの整理番号とする。 

 



別紙様式第３号 

 

茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業補助金交付通知書 

 

令和 年 月 日 

  

（加入者組織代表者）殿 

 

 

（鹿児島県燃油価格高騰緊急対策協議会） 
住        所         
名称及び代表者の氏名       

 

 

 

茶・施設園芸燃油高騰対策緊急支援事業に係る業務方法書（令和４年９月 22 日制定）第

７条に基づき，県補助金を事業参加者の燃料補填積立金として積み立てましたので通知し

ます。 

なお，参加構成員ごとの内訳は、別紙のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第３号 別紙 

補助金交付通知書の内訳（令和〇事業年度） 

 
１ 組織名 ○○○○， 契約管理番号          
２ 参加構成員数   名 
３ 参加構成員ごとの内訳 

番

号 
氏 名 

選択肢 

･115％ 

･130％ 

･150％ 

･170％ 

油種等 

･Ａ重油 

･灯油 

･ＬＰガス 

･ＬＮＧ 

積立金残高（円) 
 

① ＋ ② 

                                          

備考 県補助金額(円) 
 
① 

参加構成員 
積立額(円) 
 
②＝③＋④ 

            

第１回納付額 
   ③ 

第２回納付額 
   ④ 

          

          

          

          

          

          

合  計 

115％ 

Ａ重油       

灯油       

ＬＰガス       

ＬＮＧ       

130％ 

Ａ重油       

灯油       

ＬＰガス       

ＬＮＧ       

150％ Ａ重油       



灯油       

ＬＰガス       

ＬＮＧ       

170％ 

Ａ重油       

灯油       

ＬＰガス       

ＬＮＧ       

注）番号は、参加構成員ごとの整理番号とする。 

 


